
令和2年度庄内町中小企業等人材育成補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第1条 この要綱は、自らの経営力及び技術力の向上を図るために若手の人材に研修を受講

させる町内の中小企業者及び大工、左官その他の建設業の後継者育成に取り組む町内の

小規模企業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等

の適正化に関する規則（平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項に規定する中小

企業者をいう。 

 (2) 匠工 日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）に掲げる大分類D建設業の

うち中分類07職別工事業（設備工事業を除く。）又は中分類08設備工事業のうち町長

が認める建設業を営む小規模企業者（中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企

業者をいう。）をいう。 

 （補助対象事業及び内容） 

第3条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及びその内容は、

次のとおりとする。 

 (1) 中小企業者人材育成事業 中小企業者の人材育成を図るため、研修費の一部を支援

する事業 

 (2) 匠工後継者等研修派遣事業 匠工後継者等（匠工の家族従業者又は常時使用する従

業員のうち、見習の者をいう。以下この条及び別表において同じ。）を育成するため

に、研修所に派遣する費用を支援する事業 

 (3) 匠工後継者等実技研修事業 匠工後継者等を育成するために、匠工が実施する実技

研修に対して支援する事業 

 （補助対象者） 

第4条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる

要件のいずれにも該当する者であって、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それ

ぞれ同表の補助対象者の欄に定めるものとする。 

 (1) 庄内町商工会に加入していること。 

 (2) 町内に本店若しくは主たる事業所を有する中小企業者又は匠工であること。 

 (3) 市町村民税等（個人の場合は国民健康保険税を含む。）の滞納がない者であること。 

 （補助対象研修） 

第5条 補助金の交付対象となる研修は、次の各号のいずれにも該当する研修で別表に定め

るもの（以下「補助対象研修」という。）とする。ただし、町が実施する研修若しくは

実施のために町が補助している研修又は次条に規定する補助金の交付対象となる経費

（以下「補助対象経費」という。）の合計額が5万円未満の研修を除く。 

 (1) 令和2年度に行われる研修であること。 

 (2) 令和2年3月31日現在で満15歳から満44歳までの者が受講する研修であること。 

 （補助対象経費） 



第6条 中小企業者人材育成事業及び匠工後継者等研修派遣事業の補助対象経費は、補助対

象研修に要する経費で別表の補助対象経費の欄に定めるとおりとする。この場合におい

て、補助対象者が補助対象研修について国、県その他の団体から補助金等の交付を受け

るときは、同表に定める補助対象経費の額から、当該補助金等の額を控除するものとす

る。 

 （補助金の額） 

第7条 補助金の額は、別表の補助金額の欄に定めるとおりとする。この場合において、当

該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

 （交付申請） 

第8条 規則第4条に規定する交付申請書は、令和2年度庄内町中小企業等人材育成補助金交

付申請書（様式第1号）によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、別表の添付

書類の欄に定める書類とする。 

2 規則第4条の規定による交付の申請は、補助対象研修を受講する者（以下「研修受講者」

という。）ごとに行うものとし、一の補助対象者につき年度内に2回を限度とする。 

 （交付決定の通知） 

第9条 規則第7条に規定する補助金の交付決定の通知は、令和2年度庄内町中小企業等人材

育成補助金交付決定通知書（様式第4号）により行うものとする。 

 （実績報告） 

第10条 規則第13条に規定する実績報告書は、令和2年度庄内町中小企業等人材育成補助金

実績報告書（様式第5号）によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次の各号

に掲げる補助対象事業の区分に応じ当該各号に定める書類とし、研修受講者が補助対象

研修を修了した日の翌日から起算して2週間又は令和3年3月31日のいずれか早い日まで

町長に報告しなければならない。 

 (1) 中小企業者人材育成事業及び匠工後継者等研修派遣事業 次に掲げる書類 

  イ 補助対象研修を修了したことを証する書類の写し 

  ロ 補助対象経費精算額内訳書（様式第2号） 

  ハ 補助対象経費に係る領収書その他の支払金額を確認できる書類の写し 

  ニ 研修受講等報告書（様式第6号） 

 (2) 匠工後継者等実技研修事業 次に掲げる書類 

  イ 研修受講等報告書 

  ロ 補助事業者と研修受講者との雇用関係を証明する書類 

 （複数年度にわたる研修） 

第11条 中小企業者人材育成事業又は匠工後継者等研修派遣事業に係る補助対象研修が、

令和2年度中に終了しない研修日程の場合は、前条中「研修受講者が補助対象研修を修了

した日」とあるのは「令和2年度の最終研修日」と、同条第1号イ中「補助対象研修を修

了したことを証する書類の写し」とあるのは「出席状況証明書（様式第7号）」と、同号

ハ中「補助対象経費に係る領収書その他の支払金額を確認できる書類の写し」とあり、

次年度に支払予定の補助対象経費に係るものについては「補助対象経費の額を確認でき

る資料の写し」と読み替えるものとする。 



2 前項の場合及び平成31年度中に終了しなかった研修日程の研修をこの要綱に基づき受

講する場合における令和2年度の補助対象経費は、令和2年度の研修開催日数を当該研修

の全開催日数で除して得た数に、当該研修のために要する入学のために補助対象研修を

実施する機関（以下この条及び別表において「研修実施機関」という。）に対し支払う

負担金（別表において「入学金」という。）、補助対象研修の対価として研修実施機関

に対して支払う費用（別表において「受講料」という。）及び補助対象研修のために使

用する教材の購入のための費用（別表において「教材費」という。）の額をそれぞれ乗

じて得た額の合計額とする。この場合において、当該補助金の合計額に1,000円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

 （補助金の取消し及び返還） 

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付

を受けたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部

の返還を求めることができる。 

 （調査等） 

第13条 町長は、この要綱に定める補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者

若しくは研修受講者から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することが

できる。 

 （その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 


